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医療滞在 ビザ の 創設 につ いて

2010年 6月 ,「新成長戦略」において,ア ジアの富裕層等を対象 とし

た健診′治療等の医療及び関連サー ビスを観光 とも連携 して促進 してい く

との国家戦略が掲げられ,そ の実現のための施策の一つ と して,「 医療滞

在 ビザ」 を創設することが閣議決定 されま した。

これ を踏まえ,外務省は 2011年 1月 か ら我が国の在外公館において ,

「医療滞在 ビザ」の運用を開始 いた します。

これまで も治療 目的で来日する外国人は短期滞在 ビザで入国 して治療 を

受けることが可能で したが,こ の「医療滞在 ビザ」は,人道的観点も踏ま

え,治療等で来 日を希望する外国人にとって一層利用 しやすいもの となっ

ています。

具体的には,高度医療か ら人間 ドックまで各種医療サー ビス等を受 けるこ

とを目的 として,必要に応 じ家族や付添も同伴 して最大 6ヶ 月間続 けて 日

本に滞在できるようにな り (※ ),特に 1回 の滞在期間が 90日 間以内の

場合は必要に応 じ,最大 3年の有効期間内であれば何回でも来 日できるよ

っ に な り ま す (注 :別 添参照)。 (※ )滞在期間 6ヶ 月のビザが発給 されるのは,入院 し

て医療 を受けるため滞在期間が 90日 を超える場合。

5.「 新 成 長 戦 略 」 の 目標 を達成 す るた め に創 設 した この ビザ に よ り外 国 人 の

方 々が 治療 等 で我 が 国 を訪 れ る機 会 が一 層増 える こ とを期 待 します 。

(参考 )

・「新成長戦略」 (平 成 22年 6月 18日 閣議決定)関 連部分

「医療滞在 ビザ」を設置し,査証 。在留資格の取扱を明確化して渡航回数,期限等を弾

力化する

・「規制・制度改革に係る対処方針について」 (平成 22年 6月 18日 閣議決定)関連部分

受診する外国人本人の他に,必要に応じ同行者にも発給の便宜を図る。
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◆ 内容についてのお問い合わせ先

外務省 領事局 外国人課 高橋首席事務官 (内 線:3154番 )

丁EL:03-5501-8000



「医療滞在ビザ」
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向での見直uま行わない。
注2:人間ドック,健康診断,検診.歯科治療,療養等を含む。

注3:入院して医療を受けるため滞在期間が90日を超える場合は「在留資格認定証明書Jを取得する。
注4:患者との親戚関係は間わない。

対象者 一定の経済力を有する者

対象医療機関 全ての病院及び診療所

受入分野 対象医療機関の指示による全ての行為 (注 2)

滞在期間 必要に応じ6ヶ月まで (注 3)

一次/数次 必要に応じ数次

有効期間 必要に応じ3年まで

身元保証機関 登録されている旅行会社及び医療コーディネーター等

同伴者 必要に応じ同伴可 (注 4)


